
 

船舶事故等調査報告書 

平成２３年１０月２７日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１函第２２号 

事故等種類 運航阻害 

発生日時 平成２３年６月１２日 １７時３０分ごろ 

発生場所 千島列島東方沖 

北海道根室市所在の納沙布岬灯台から真方位０５３°４８９海里付近 

（概位 北緯４７°５４.８′ 東経１５５°２９.６′） 

事故等調査の経過  平成２３年６月１５日、本インシデントの調査を担当する主管調査官

（函館事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 第一やまと丸、２９トン 

１３５３６４、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長兼漁ろう長、五級海技士（航海） 

 死傷者等 なし 

 損傷 なし 

 事故等の経過  本船は、千島列島東方沖でサケマス流し網漁業に従事し、揚網作業中、

潮流の影響により漁網が自船の方向に流れてきたので、これを避けるため

に主機関を後進にかけたところ、平成２３年６月１２日１７時３０分ご

ろ、推進器に絡網して航行不能となり、巡視船等によりえい
．．

航されて根室

市花咲港に入港した。 

 気象・海象 気象：天気 霧雨、風向 東南東、風力 ４、視程 約１～２㎞ 

海象：潮流の速さ 約１ノット、波高 約２ｍ、うねりの高さ 約１.５ｍ

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

あり 

本船は、千島列島東方沖でサケマス流し網の揚

網作業中、潮流の影響により自船の方向に流れて

きた漁網を避けようとして主機関を後進にかけた

際、推進器に絡網したことから、主機が使用でき

なくなって航行不能となったものと考えられる。 

原因  本インシデントは、本船が、千島列島東方沖でサケマス流し網の揚網作

業中、自船の方向に流れてきた漁網を避けようとして主機関を後進にかけ

た際、推進器に絡網したため、主機が使用できなくなったことにより発生

したものと考えられる。 

 




